
平成２４年度までの旧鑑定等で付与された型式番号について 

【旧鑑定で付与された型式番号の製品への表示】 

【旧認定で付与された型式番号の製品への表示】 

【旧性能鑑定で付与された型式番号の製品への表示】 

・平成２４年以前に製造された製品には「鑑○第○～○号」と表示されています。 
・平成２５年～平成２６年に製造された製品には「鑑○第○～○号」又は「品評○第○～○号」と表
示されています。 
・平成２７年以降に製造された製品には「品評○第○～○号」と表示されています。 

 平成２４年度（平成２５年３月末）をもって鑑定、認定及び性能鑑定（以下「旧鑑定等」という。）を廃止して、平成２
５年度から受託評価業務を開始したことに伴って、旧鑑定等で付与された型式番号（以下「旧型式番号」という。）に
ついては、平成２５年度中に、受託評価業務に係る型式番号（以下「新型式番号」という。）に移行されています（次
頁の「平成２４年度までの旧鑑定等で付与された型式番号に係る移行措置」を参照のこと。）。 
 したがって、当協会のホームページ上の型式承認一覧には、旧型式番号は移行後の新型式番号を掲載していま
す（受託評価への移行対象とならなかった品目については、旧型式番号を掲載しています）。 

【旧鑑定等で付与された型式番号の製品への表示に関する注意事項】 

・平成２４年以前に製造された製品には「鑑認○第○～○号」と表示されています。 
・平成２５年～平成２６年に製造された製品には「鑑認○第○～○号」又は「認評○第○～○号」と
表示されています。 
・平成２７年以降に製造された製品には「認評○第○～○号」と表示されています。 

・平成２４年以前に製造された製品には「鑑特第○○○号」と表示されています。 
・平成２５年～平成２６年に製造された製品には「鑑特第○○○号」又は「特評第○○○号」と表示さ
れています。 
・平成２７年以降に製造された製品には「特評第○○○号」と表示されています。 



鑑○第○～○号 

平成25年4月1日 

品評○第○～○号 

平成２４年度までの旧鑑定等で付与された型式番号に係る移行措置 

【旧鑑定】 【品質評価】 

【旧認定】 【認定評価】 

【特定機器評価】 【旧性能鑑定】 

鑑認○第○～○号 

認評○第○～○号 

鑑特第○○○号 

特評第○○○号 

平成26年3月31日 

●赤字以外の部分に、
変更はありません。 

移  行  期  間 
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